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※１）法人後見専門員とは？ 

本人（被後見人等）を担当する社会福祉協議会の職員です。財産管理等の法律行

為や身上保護に関する手続き、家庭裁判所への報告書を作成するなどの事務を

行います。 

 

※２）法人後見支援員とは？ 

社会福祉協議会から委嘱された社会貢献に意欲のある市民です。指定された研

修を受講し、あすてらす生活支援員としての活動等を積んでいます。日常的な金

銭管理のほか、本人との面接を通じて状態確認等を行います。 
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